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無電柱化の必要性
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⚫ 能登半島地震では、発災時に最大約４万戸の停電が発生。2月22日時点で、約
800戸にまで減少し、概ね復旧した状況。復旧の長期化が見込まれる地域においては、
現場へのアクセス改善に応じて順次、復旧作業を実施。

⚫ 北陸電力送配電における電柱の被害件数は、電柱傾斜で約2,270本、電柱折損で
約740本、断線・混線で約1,650箇所。

（出典）送配電網協議会／電気事業連合会 令和6年能登半島地震に伴う復旧
に向けた電力各社による応援派遣の状況について（2024年2月6日）

被害状況の事例（電柱の傾斜・折損・混線）

（参考）能登半島地震における電力の被害状況

（出典）北陸電力送配電ホームページ

被害内容 被害数

電柱の傾斜 約2,270本

電柱の折損 約740本

電線の断線・
混線

約1,650箇所

資源エネルギー庁提供資料
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無電柱化の制度の変遷
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Ｓ２７年 道路法制定
➢ 電線・電柱は義務占用物件として占用許可の対象
➢ ただし、交通がふくそうする又は幅員の狭い道路については、３７条で占用を制限できる

Ｓ６１年 電線類地中化計画（第１期）開始
➢ キャブシステム、管理方式、直接埋設方式等から選定

Ｈ ７年 電線共同溝法制定
➢ 電線共同溝の整備を各種特例で推進し、電線・電柱の占用を制限

Ｈ２５年 道路法改正
➢ 緊急輸送道路など防災上重要な道路を３７条に追加し、電柱の占用を制限

Ｈ２８年 無電柱化の推進に関する法律制定

Ｈ３０年 無電柱化推進法に基づく「無電柱化推進計画」策定
道路法改正

➢ 幅員の狭い歩道など交通安全上必要な道路を３７条に追加し、電柱の占用を制限

Ｈ３１年 道路法施行規則改正
➢ 道路事業や市街地開発事業等の実施時に、技術上困難と認められる場所以外は電柱の設置を禁止

Ｒ ２年 道路法改正
➢ 緊急輸送道路等の沿道区域で、電柱等の工作物を設置する場合の届出・勧告制度を創設

Ｒ ３年 新たな「無電柱化推進計画」策定



「無電柱化の推進に関する法律」概要 （Ｈ28.12.9成立）
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無電柱化推進計画（R3～R7）概要（1/2）
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令和３年５月２５日
国土交通大臣決定



無電柱化推進計画（R3～R7）概要（2/2）
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令和３年５月２５日
国土交通大臣決定



開発許可制度における運用 （令和2年3月19日付国都計第133号、技術的助言）
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○ 無電柱化法について
・ 無電柱化法第12条前段において、「市街地開発事業その他これらに類する事業」が実施される場合には、電

柱又は電線を道路上において新たに設置しないようにすることとされている。

・「その他これらに類する事業」には開発事業も含まれると解されるため、開発道路においても無電柱化が求められる。

○ 開発道路における無電柱化について
・ 道路管理者に引き継がれる開発道路は、道路法の適用を受けるため、変更された占用許可基準のほか、道路

局事務連絡等が適用される。

・ 開発事業は整備主体が開発許可申請者のため、開発許可申請者と関係事業者の役割分担等について記載
※ 道路管理者に引き継がれない開発道路（私道）は、引き継がれる開発道路に準じた取扱いとする。

○ 開発許可権者の留意事項
・ 開発許可申請者への無電柱化の促進に向けた情報提供

・道路管理者との公共施設管理者協議を速やかに行うこと
・２年前通知を予備設計着手の段階から発出すること 等

・ ２年前通知がなされていない場所、開発道路（私道）等であっても、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確
保、良好な景観の形成等の観点から、可能な限り無電柱化の実施が望ましい。

無電柱化の推進に関する法律の制定、道路法施行規則の改正等を踏まえ、開発許可制度の
取扱いについて技術的助言を発出

通知のポイント



電線共同溝方式によらない無電柱化の手続について

② 道路法施行規則4条の4の2の改正に係る「技術的助言」及び「道路局手引き」に
基づく運用をしない市街地開発事業等

➢ 工事着手までの期間が2年未満となり、通知が行われない市街地開発事業等も
存在することから、以下の手続をお願いします。

➢ 供給申込者から一般送配電事業者への事前協議依頼（事前協議を行わない
場合は供給申込み）の際に、以下の書類を供給申込者より一般送配電事業
者に提出いただきますようお願いします。
○ 市街地開発事業等の許認可証等の写し

③ 事前協議の際に（事前協議を行わない場合は供給申込み）の際に、許認可
が下りていない場合には、①、②ともに工事費負担金契約（実弁契約）の締
結までには、市街地開発事業等の許認可証等の写しを供給申込者から一般送
配電事業者へ提出いただきますようお願いします。

※ 一般送配電事業者が無電柱化に係る地上機器や電線等の負担を行うに当たり、
法令・条例等に基づく書類の確認が必要となります。

※ 工事費負担金契約（実弁契約）の締結までに許認可証等の写しが提出いただ
けない場合には、一般送配電事業者による無電柱化に係る地上機器や電線等
について費用負担することができず、要請者負担となりますので御注意ください。

※ 一般送配電事業者によっては、供給申込時に許認可証等の写しの提出を求め
る場合があります。

① 道路法施行規則第4条の4の2の改正に伴う「技術的助言」及び「道路局手引
き」に基づき運用する市街地開発事業等

➢ 上記助言等のとおり、工事着手の２年前までに一般送配電事業者に通知をお願
いいたします。

※関係行政機関、一般送配電事業者により手続（フロー）が異なる場合があります。開発許可に伴う無電柱化手続フロー（例）

※ 詳細は、エネ庁HP「市街地開発事業等において、電線共同溝方式によらない無電柱化を
行う場合の一般送配電事業者の費用負担の見直しについて」を参照

資源エネルギー庁提供資料
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電柱の増加要因を踏まえた新設電柱の抑制に向けた対応方策について

10
9



分析結果を踏まえた要因と対応方策

注）各ケースの電柱本数は、ケース⑤⑥については令和３年４月～９月。それ以外は令和３年４月～１２月。
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⚫ 市街地開発事業等において無電柱化を行う場合、これまで開発事業者等要請者が
全額費用負担していたが、一般送配電事業者が一定程度(約1/3：地上機器・電
線等にかかる費用)を負担する仕組みを構築し、2022年1月より運用を開始。

⚫ 東京、中部、北海道エリアの３件の先行事例は既に工事完了。新たに４件の申込
実績が生まれており、うち１件で工事が完了している。

市街地開発事業等における無電柱化の推進

電線共同溝方式によらない
無電柱化

【従来】事業実施者の全額負担
⇓

【今後】一般送配電事業者が電線、
地上機器等を負担

電線共同溝方式によらない
無電柱化

【従来】事業実施者の全額負担
⇓

【今後】一般送配電事業者が電線、
地上機器等を負担

電線共同溝方式の対象
（一般送配電事業者が電線、地上機器等を負担）

電線共同溝方式の対象
（一般送配電事業者が電線、地上機器等を負担）

＜制度イメージ＞ ＜導入実績の例＞
企業名 場 所 概 要

東京電力PG 東京都世田谷区
約1,700m2の分譲地を開発する
際に、無電柱化を実施済

中部電力PG 愛知県豊川市
約20,800m2の分譲地を開発する
際に、無電柱化を実施済

北海道電力NW
北海道倶知安町
(くっちゃんちょう)

約146,000m2の分譲地を開発す
る際に、無電柱化を実施済

東京電力PG 埼玉県草加市
約65,400m2の分譲地を開発する
際に、無電柱化を実施中

東京電力PG 神奈川県横須賀市
約24,000m2の分譲地を開発する
際に、無電柱化を実施中

東京電力PG 神奈川県横須賀市
約17,100m2の分譲地を開発する
際に、無電柱化を実施中

東京電力PG 神奈川県横浜市
約1,250m2の分譲地を開発する
際に、無電柱化を実施済

資源エネルギー庁提供資料
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無電柱化まちづくり促進事業（R4年度創設）

■無電柱化まちづくり促進事業の概要

○ 市街地開発事業等における無電柱を進めるため、「無電柱化まちづくり促進事業」を令和4年度に創設

○ 施行者の負担の軽減により、市街地開発事業等の無電柱化を進めていく

新たな制度等の活用による施行者等の負担軽減（イメージ）

地上機器
・電線等

（約1.8億/km）

電線共同溝
本体

（約3.5億/km）

従来の要請者負担方式 地方公共団体施行

電線管理者

地方公共団体

国

1/2

1/2

電線管理者

国

民間等

地方公共団体

組合・民間等施行
（3,000㎡以上）

1/3

1/3

1/3

組合・民間等施行
（3,000㎡未満）

無電柱化まちづくり
促進事業により支援

要請者
＝施行者等

電線管理者

国

民間等

地方公共団体

1/5

2/5

2/5

約款改定により
電力事業者が負担

市街地開発事業等における新設電柱の抑制を図るため、電線共同溝方式によらずに実施される無電柱化に対する支援を
行い、地方公共団体と連携を図りつつ、小規模事業も含めた無電柱化の取組を促進する。

【交付要件】

①地方公共団体が策定する「無電柱化まちづくり促進計画」に基づく事業

②市街地開発事業等において電線共同溝方式によらずに行われる事業

③電線管理者が事業費の一部（地上機器・電線等）を負担する事業

【交付対象事業費】 無電柱化に係る設計費及び施設整備費（地上機器・電線等の工事費を除く）

【交付対象】 地方公共団体（事業者が組合・民間事業者等の場合は間接交付）

【国費率】 １／２
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無電柱化まちづくり促進事業を活用した無電柱化の実施状況

■令和５年度実施状況

事業概要： 土地区画整理事業、都市計画法の開発許可に基づく開発行為にて行われる宅地整備におい
て無電柱化を実施

実施箇所（予定含む）： 10市区町（東京都、茨城県、千葉県） 【参考】 令和４年度 ３市区（東京都）

○まちづくりにおける無電柱化を進めるため、「無電柱化まちづくり促進事業」を令和4年度に創設

○令和5年度は東京都、茨城県、千葉県の10市区町で活用され、東京都以外にも実施地区が拡大

無電柱化まちづくり促進事業を活用した
無電柱化の実施事例
（東京都狛江市）

管路の工事状況

無電柱化まちづくり促進事業を
活用した無電柱化の施工状況事例

（東京都世田谷区）

配管工事
の状況
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開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン（1/4）

ガイドラインの目的

○開発事業における無電柱化を進めるため、地方公共団体職員や開発事業者等のノウハウ
の不足等により生じる課題を整理し、その解決に資する情報を整理してガイドラインを作成。

○本ガイドラインを幅広い関係者に周知することで、開発事業における無電柱化に取り組む際
の手助けとなるものとし、開発事業における無電柱化の取組の加速を図る。

ガイドラインの構成

無電柱化に関わる「地方公共団体」、「開発事業者」、「電線管理者」等の役割を整理する

とともに、各プレイヤーに応じて必要となる情報やノウハウを体系的に提示。

○無電柱化に係る基本的な情報

・法令・制度

・事業手法・整備手法

○低コスト化手法のケーススタディ

○開発事業における無電柱化の実施フロー
関係者間の協議・調整の留意点

○無電柱化の施工事例 等

14



開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン（2/4）

ガイドラインの概要①

１．無電柱化に係る法令や制度

○開発事業において無電柱化を進める際の関係法令や各種通知、支援制度等の要点を
分かりやすく整理することで、地方公共団体及び開発事業者等の基礎知識の向上を図る。

【関係法令等】

①無電柱化の推進に関する法律

②無電柱化推進計画

③道路局発出の手引き・関係通知

④都市局発出の関係通知

（開発許可制度における技術的助言）

【支援制度等】

①無電柱化まちづくり促進事業

②託送供給等約款の改正

２．無電柱化の整備手法・事業手法

○開発事業者が無電柱化を実施する際、様々な整備手法から選択できるよう、「管路埋設工
法」や「小型ボックス工法」、「直接埋設工法」等の地中化による整備手法に加え、「裏配線
工法」や「軒下配線工法」等の整備手法を提示し、柔軟な整備促進を図る。

○地中化による無電柱化を実施する際の費用負担について、事業手法（電線共同溝方式、
要請者負担方式等）別に整理。
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開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン（3/4）

ガイドラインの概要②

３．低コスト化手法のケーススタディ

○無電柱化のボトルネックである「整備費用」について、開発規模別の無電柱化モデルに基
づくケーススタディの実施により、低コスト化手法採用時の整備費用を算出。

○低コスト化手法の採用により、比較的スケールメリットが得られにくい「小規模開発」におい
ても整備費用の低減が図られるようなケースを検討。

４．開発事業における無電柱化の実施フロー・留意点

○開発事業における無電柱化を実施するにあたって、
「地方公共団体」、「開発事業者」、「電線管理者」等
といった各プレイヤー間の円滑な協議・調整を支援
するため、無電柱化の実施フローや協議及び調整
に関する留意点等を整理。

○実施フローや協議及び調整に関する留意点につい
ては、開発事業における５つのステップ（準備構想
段階、計画段階、実施段階、工事段階、維持管理
段階）別に各種アンケート調査及びヒアリング調査
等により整理。
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開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン（4/4）

ガイドラインの概要③

５．無電柱化の施工事例・施策事例

○無電柱化を検討及び企画している開発事業者や
指導を行う地方公共団体の参考となるような事例
を取り纏め、ノウハウや知見の共有・展開を図る。

【施工事例（例）】

①兵庫県宝塚市 「逆瀬川PRIMES」
⇒電力線・通信線：裏配線工法

②福岡県福岡市「アイランドシティ香椎照葉地区」

⇒電線共同溝方式
【施策事例（例）】

③茨城県つくば市 「つくば市無電柱化条例」

④岐阜県各務原市「グリーンランド柄山 景観地区・景観形成ガイドライン」

① ②

④③

６．開発事業における無電柱化Q＆A

○開発事業者や地方公共団体をはじめとする無電柱化実務担当者が抱く無電柱化に関する
疑問点等を整理し、「無電柱化Q＆A」にて解決策等を提示。

※ガイドライン本体は国土交通省都市局都市計画課HP（以下URL）を参照。
https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000011.html
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開発事業における無電柱化事例集の作成について

②地上機器等の配置の工夫の事例

地上機器の配置を工夫し宅地面積の
確保を実現
・宅地の切欠を解消するため、植栽帯の一部に

地上機器を配置 （大阪府箕面市事例）

①開発事業者の費用負担軽減に係る事例

遊歩道内で地中化を行い、工事費低減を実現
・遊歩道内で浅層埋設による地中化を行うことで、事業者が負担する工事費軽減を実現（埼玉県久喜市事例）

宅地の切欠を最小限に抑えた地上機器
の配置
・宅地の切欠を最小限に抑えるため、宅地間境部に

地上機器を配置 （兵庫県西宮市事例）

○開発事業における無電柱化において課題となっている開発事業者の費用負担軽
減や地上機器等の配置の工夫等について参考となる事例を収集し、令和６年春に
ガイドラインに追加予定。

植栽帯の一部に地上機器を配置
（大阪府箕面市事例）

宅地間境界部に地上機器を配置
（兵庫県西宮市事例）

遊歩道内で浅層埋設による地中化
（埼玉県久喜市事例）
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開発事業における無電柱化事例集のイメージ

阪急彩都ガーデンテラス（彩都F28街区）
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相談受付体制の整備と各種広報の実施

⚫ 2022年4月、資源エネルギー庁に無電柱化に関する相談受付窓口を設置し、各自
治体をはじめとする現場関係者からの相談に対応。

⚫ 無電柱化ベストプラクティス集を作成し、資源エネルギー庁HPにて公表。一般送配
電事業者より、ブロック協議会や路線協議の機会を捉え、現場の状況に応じて様々
な無電柱化整備メニューの提示を推進。

⚫ 東京ビックサイトでのセミナー、ブロック講習会等を通じて、資源エネルギー庁の無電柱化
の取り組みについて広報。

＜無電柱化ベストプラクティス集＞

資源エネルギー庁提供資料
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相談受付窓口と情報提供体制

■ 地方自治体や関係事業者が電気通信事業者と無電柱化の調整が難航した場合に総務

省へ相談する受付窓口を、総務省ＨＰ内に設置。（令和４年６月）

■ 国土交通省、経済産業省と連携し、地方自治体等に対して受付窓口を周知。

③事実関係と
調整結果の共有

総務省

地方自治体・
関係事業者

①調整の相談

電気通信事業者

関係省庁

①問題等の
情報提供

②事実関係の
確認・調整

総務省提供資料
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